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令和８年４月第４回 真庭市農業委員会総会 議事録 

１．招集年月日   令和８年４月１０日  午前１０時００分 

 

２．開会の時刻   令和８年４月１０日  午前１０時００分 

 

３．閉会の時刻   令和８年４月１０日  午前１０時５３分 

 

４．会議の区別   令和８年４月総会 

 

５．会議の場所   本庁舎 会議室 

 

６．出席、欠席、遅参又は早退した委員の番号氏名 
 

         

議席番号 氏  名 出欠の別     

１番 山縣 将伸 出席     

２番 岡田 耕平 出席     

３番 妹尾 宗夫 出席     

４番 池田  実 出席     

５番 太田  明 出席     

６番 池田 和道 出席     

７番 沼本 通明 出席     

８番 樋口 昌子 出席     

９番 入澤 靖昭 出席     

１０番 柴田 博行 出席     

１１番 松本 正幸 出席     

１２番 中山 克己 出席     

１３番 武村 一夫 出席     

１４番 吉岡  靖 出席     

１５番 後藤  勤 出席     

１６番 福島 康夫 出席     

１７番 池本  彰 出席     

１８番 石原 誉男 出席     

１９番 矢谷 光生 出席     

 

  
       

７．本会の書記    真庭市農業委員会事務局長  藤田 浩史  

 

               同   事務局次長  池田 政師 
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              同   事務局    今石 健司    
 
              同   事務局主事  岡村 侑磨    
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（午前１０時００分 開会） 

事務局長  皆さん、改めましておはようございます。ただいまから令和８年４月

総会を開会いたします。 

それでは、矢谷会長より挨拶をお願いいたします。 

会 長   おはようございます。 

新年度になりまして、事務局のほうも非常に多くの異動がありまし

た。 

私たちもちょっと驚いたんですけど、何とか新しい体制でしっかりと

まとまっていただきまして、委員との関係もつくっていただきまし

て、スムーズな活動ができるようにお願いしたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

４月は、かなり雨の多い月となっております。非常に農作業にも影響

するのではないかというふうに思いますけど、何とか忙しい時期にな

りますので、天候のほうも回復していただきたいというふうに思いま

す。 

世界情勢が非常に厳しい状態となっておりますので、今後の農業に及

ぼす影響というのも非常に大きなものがあるのではないかというふう

に懸念しております。いろんな対策のほうも市で考えていただいてい

るというところでございますので、見守って、何とかしっかりと農業

を助成いただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

７月改選ということで、３月末までに人員を募りました。何とか人員

確保ができたということでございます。まだ認定というところになっ

ておりませんけど、新しい体制でまた７月から発足するわけでござい

ます。辞められる方、続けられる方、おられると思いますけど、何と

かあと３か月ちょっと、この体制でしっかりと後につなげられるよう

な活動に持っていけたらというふうに思いますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

事務局長  ありがとうございました。 

本日の欠席委員はありません。遅参委員もありません。よって、ただ



- 4 - 

いまの出席委員は１９名中１９名で定足数に達しております。４月総

会が成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務

めることとなっておりますので、以降の議事の進行は矢谷会長にお願

いいたします。 

議 長   それではこれより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長に

おいて指名させていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は＿＿＿＿＿委員、＿＿＿＿＿委員を指名

いたします。 

日程２、議案第１１号農地法第３条の規定による許可申請書の審議に

ついてを議題といたします。 

番号１について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１１号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議につい

て、１ページをお開きください。本日審議していただく案件は１０件

となります。 

農地法第３条第２項の各号におきましては、申請書によって審議しま

した結果、全件とも該当しないため、許可要件の全てを満たしている

と考えます。 

番号１でございますが、北房の譲渡人が、同じく北房の譲受人に申請

の田１筆２，０９６㎡を、売買によります所有権移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について２２番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２２番推進委員 議長 
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議 長   ２２番推進委員。 

議案番号１番につきまして、４月２日、譲受人に聞き取り調査と現地

調査をいたしました。 

譲受人と譲渡人とは他人でございます。譲渡人は自営業ですが、主人

亡き後も後継者がいなくて困っていたときに、譲受人から借地の話が

出ましたが、貸すより買ってほしいと言うと、快く引き受けてくれま

した。そして、売買の話になりました。 

譲受人は、主体はブドウを作っておりますが、その他にもいろいろ作

付けをしており、農地を増すために買うことにいたしました。妻と２

人で農業に励んでおり、いろいろとネットワークを広げて一生懸命農

業をしておられます。 

さきに書いてあるようなことは一切ありませんので、審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２でございますが、市外の譲渡人が北房の譲受人に申請農地、畑

７筆２，６６０㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２２番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 

２２番推進委員 議長。 

議 長   ２２番推進委員。 

２２番推進委員 ２２番推進委員です。 

議案番号２番の件で、３月２９日に譲受人から聞き取り調査をして、

現地調査をかけ、現地確認をいたしました。 

譲受人と譲渡人とは、血縁関係ではありません。譲渡人は市外に住ん

でおり、高齢で運転免許もなく、また後継者もなく、地元へ帰る気持

ちは一切ありません。譲受人が日頃から管理をしているので、話をし

て贈与することになりました。 

譲受人は、家の周りが譲渡人の土地であり、手入れをしないので荒れ
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地になってはいけないと度々草を刈って、整備をしておりました。譲

渡人から話があり、仕方なく引き受けました。譲受人が高齢化が進

み、耕作放棄地も多くなることを心配しており、農業機械も大小をそ

ろえているので、土地を受けることにいたしました。 

また、さきに書いてあるようなことは一切ございませんので、審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号３でございますが、市外の譲渡人が同じく市外の譲受人に、申請

農地畑１筆１２２㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２番委員さんから説明を

お願いいたします。 

２番委員  はい、２番です。 

議 長   ２番委員。 

２番委員  当該地は宅地の前の菜園といったようなものでして、これは、譲受人

は住宅を探しておりまして、それから譲渡人のほうは自宅の売却先を

探しておった、そういうことでして、この当該地の移転は、住宅の移

転に付随したものであります。 

これは、仲介業者の方から３月末に説明を受けまして、４月４日、譲

受人、譲渡人の双方と電話でお話をさせていただきました。それで、

譲渡人は現在加古川在住です。それで、隣接する畑地共々家屋を処分

したいということでありました。譲受人は農業経験はありませんが、

農業高校の卒業生で、農業に対する知識を持っております。住宅取得

後は当該地を家庭菜園として活用したいというふうに考えておりま

す。そして、またそれを行うことができると考えられます。したがい

まして、農地法３条２項に抵触する件はございません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 
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事務局主事 番号４でございますが、落合の譲渡人が市外の譲受人に、申請農地、

田１筆１，９１０㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   ２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番です。 

４番の関係につきまして、３月２８日に譲渡人と現地確認を行いまし

た。申請内容について間違いはありませんでした。 

両者は親戚等の関係になく、他人でございます。所有権移転の理由と

しましては、譲渡人が体調が悪い、体調不良ということで、耕作がで

きない。そうした状況で、近所の同業者に水稲の栽培を委託しており

ました。農地のあっせんを業者にお願いしておりましたが、今回、譲

受人と売買による権利移転をすることで話がまとまり、今回の申請に

至っております。 

譲受人は会社員で、岡山在住です。夫と２人家族で、今後農業に関わ

っていきたいという希望を持っております。農機具等の関係につきま

しては、今後そろえていくということでありまして、こうした説明を

受けております。また、所有する農地については当面これまでと同様

に、水稲の委託栽培を考えていると、こうした説明を受けておりまし

て、特に問題はないというふうに考えております。ご審議方よろしく

お願いいたします。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について事務局より説明をお願い致します。 

事務局主事 番号５でございますが、落合の譲渡人が市外の譲受人に申請農地、田

１筆３０４㎡、畑１筆９９㎡を、贈与によります所有権移転の申請で

ございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２７番委員さんから説明
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をお願いいたします。 

２７番推進委員 議長。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 ３月２９日に、譲受人とは現地で、譲渡人とは電話で確認をいたしま

した。２人は親子で、今回親のほうも年で贈与ということになって、

譲受人は実家の管理によく家のほうに来ていまして、畑のほうは実家

のすぐ隣で、田のほうはその下にあって、それを少し作ってみたいと

いうことで譲渡人から借りて使うということで、事務局の方に聞いた

ら、そういうのはありだという話であったそうです。 

譲受人は、世帯は２人ですけど、本人が実家のほうの管理に来て、そ

のついでにいろいろやってみたいということで、本人もいろいろと行

動力のある人なので、きっちりやられると思われます。よろしくお願

いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号６でございますが、落合の譲渡人が久世の譲受人に申請農地、田

１筆５２９㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について３１番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、３１番推進委員。 

３１番推進委員 ３１番推進委員です。 

番号６について、報告をいたします。３月３０日に、譲受人立会いの

下に現地確認を行いました。また、譲渡人の意向は電話にてお聞きし

ました。 

譲受人と譲渡人の関係は、親子です。権利移転する事由の詳細です

が、譲受人は申請農地のすぐ隣に居住しており、苗木畑として申請農

地を耕作していたことと、譲渡人が高齢により、贈与してもらうこと

で話がこのたびまとまったものです。譲受人の耕作状況等ですが、譲
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受人が１人で現在も申請農地を耕作しており、農機具は管理機等を所

有しており、今後とも営農を続けていくものと思われます。そのほ

か、指摘事項も特にないので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議案の２ページ目をお開きください。 

番号７でございますが、久世の譲渡人が湯原の譲受人に申請農地、畑

１筆２１２㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長   この案件については、私が説明させていただきます。 

４月３日に現地調査を行いました。譲受人と譲渡人は、そこの関係で

あります行政書士の方が立ち会われました。後で、譲受人の方とは電

話で話をしました。 

この農地は大分前から耕作はされておらず、草刈り等の管理だけを譲

渡人が行っていたということでございますが、それも大変となってし

まって、何とかほかのことで使えないかということで、駐車場等の利

用も考えたそうですけど、市道からの入り口が非常に狭いところで、

これは諦めざるを得なかったということでございました。 

そこで、農地を受けてくれる人を探しておりまして、業者の紹介があ

りまして、譲渡人との話が決まったものでございます。無償贈与でご

ざいます。譲受人は湯原で農業されているんですけど、この用地を耕

作、利用されるのは譲受人の娘さんであります。この農地の近くでＢ

型の事業所等を経営されておられまして、この農地を利用されるとい

うところでございます。農機具等は自宅から持ってこられて使うとい

うことでございました。非常に大変な場所であります。狭いところで

ございますが、持続して作っていただけるようによく言わせていただ

いております。その他、指摘事項はございません。よろしくお願いい

たします。 

それでは、番号８について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号８でございますが、落合の譲渡人が勝山の譲受人に申請農地、田
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２筆２，２５７㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３４番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 

３４番推進委員 議長。 

議 長   はい、３４番推進委員。 

３４番推進委員 推進委員３４番です。 

番号８について、ご報告いたします。４月の５日に譲受人、譲渡人の

立会いの下、聞き取りと現地確認を実施しました。譲受人と譲渡人の

関係はありません。 

権利を移転する事由の詳細ですが、譲渡人は数年前まで申請地の近く

に住んでいましたが、現在は別のところに住んでおられ、耕作もして

いないことから今後どうするかと思っていたところ、申請地の近くに

住む知人から譲受人を紹介され、お互いの話がまとまり、申請するも

のです。 

譲受人の耕作状況ですが、譲受人は現在、お父様、息子さん、従業員

２名の計５名で、真庭市内で広く水稲をされており、約２０ヘクター

ルを耕作されています。農機具も全て持っておられますので、問題は

ないと思われます。非耕作目的の取得ではありません。必要な農作業

に従事すると認められます。その他の指摘事項もありません。審議方

よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号９について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号９でございますが、湯原の譲渡人が同じく湯原の譲受人に、申請

農地、田１筆１，６１４㎡を、贈与によります所有権移転の申請でご

ざいます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３８番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 

３８番推進委員 議長。 

議 長   はい、３８番推進委員。 
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３８番推進委員 私ちょっと吃音の癖がありますんで、聞きにくいと思いますけれど

も、よろしくお願いします。 

第３条のこの案件なんですけれども、これは３月の２８日ぐらいでし

たかね、譲受人のところに参りまして、いろいろ話をさしてもらった

んですが、１回ではなかなか理解してもらえず、３回ぐらい行って、

何とか了解してもらったわけですが、ここの一応譲受人は、ここの家

の長男さんでございまして、農業も時期には一生懸命されています

が、本来ずっと林業で生活をされております。その中で、なかなかお

会いすることができませんでしたので、父親のほうといろいろなこと

を説明しながら、話をしてまいりました。 

この中でいきますと、譲受人と譲渡人との直接の関係はありませんけ

れども、譲渡人が体調を崩して仕事ができない。現実にもう家に籠っ

て何もできない状況でございまして、その周辺の所有している農地は

近くの農家の方が水稲の作付けをしたり、それから、現実的にここの

譲渡人は家に独り暮らしでございまして、ここ数年、ずっと家の中で

生活していまして、なかなか外にも出られなくて、現在はお姉さん夫

婦が少なくとも週一遍、この家に見えられまして、田んぼの草刈りか

らいろんなことを全てやってらっしゃるのでございます。 

そういう中で、ではどうしたらいいかということで、このお姉さん夫

婦は、真庭市で生活されておりますが、ちょっと遠いところなんで時

間がかかっていまして、このご夫婦ももうそろそろ限界が来ると。自

分たちがやっている仕事がなかなか進んでいかないという状況を聞き

ました。それで、そういう話を詰めながら、譲受人に何とか利用して

もらおうと思いましていろいろ説明した結果、できる限り、水稲にす

るか何にするか、ちょっと今すぐには答弁できないけれども、農機具

をちゃんと持っておりますので、何とか農業をするようにしますとい

う返事をもらっております。 

以上、いろんなことがありますけれども、こちらもそれ以上のことは

言えませんので、どうぞご承認をよろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 



- 12 - 

続きまして、番号１０について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号１０でございますが、八束の譲渡人が、同じく八束の譲受人に申

請農地、田１筆１５５㎡を、贈与によります所有権移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは現地調査を行った結果について、９番委員さんから説明をお

願いいたします。 

９番委員  議長。 

議 長   ９番委員。 

９番委員  ９番です。 

番号１０について、現地調査４月１日、譲渡人立会いの下、行ってお

ります。当日夜に、譲受人に電話で確認しております。 

権利移転する事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は、同じ集落に住む

知人同士です。申請地は、譲受人の畑の一部のようなところに位置し

ているため、使い勝手も悪いので、譲受人に一体の畑として任せてお

り、このたび無償譲渡を持ちかけたところ、話がまとまったもので

す。 

譲受人の耕作状況ですが、譲受人と妻、子供３人の５人暮らしで、会

社勤めをしながら所有する畑を管理しております。忙しい時期には、

譲受人の妻、別居する母親が草刈など、必要に応じて農作業を手伝っ

ております。トラクター・草刈り機等所有しておりますので、申請地

取得後も農業に従事することが認められます。その他、指摘する事項

はありません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせてい

ただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 
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これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１１号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１１号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議

については、原案のとおり可決されました。 

続きまして日程３、議案第１２号、農地法第４条の規定による許可申

請書の審議についてを議題といたします。 

番号１について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１２号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議につい

て、本日審議していただく案件は３件でございます。 

３ページを御覧ください。 

番号１でございます。申請人 北房は、銅板の特殊塗装場を営んでい

ます。現在使用している駐車場の一部を工場の建物として利用するこ

とから、申請農地、田２筆８８９㎡を従業員駐車場とするため、転用

申請するものです。農地区分は、１種農地と判断されます。 

なお、備考にも記載しておりますとおり、農振農用地区域からの除外

手続は完了しております。 

転用に伴う費用は、土地造成１００万円となっております。資金の内

訳ですが、自己資金１００万円で、残高証明により資金の確認ができ

ております。添付書類として、被害防除計画書のほか、土地利用計画

図と造成に関する書類一式が添付されております。申請地周辺に影響

を受ける農地はないと判断しております。ご審議方よろしくお願いし

ます。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２３番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 
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２３番推進委員 議長。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 ３月２９日に申請人立会いの下、現地調査を行いました。転用しよう

とする事由の詳細についてですが、申請人は、今言われたとおり会社

経営をされており、工場の増設のため、現在の駐車場に工場を増設す

るため、社員駐車場確保のため、工場に隣接する農地を駐車場にした

いと申出がありました。 

申請地の位置ですが、会社の敷地から隣、東に入った場所になりま

す。周囲の状況ですが、北は中国自動車道斜面農道、西は申請人の工

場、南は申請人の雑種地、東は申請人の農地になります。周辺の農地

への影響ですが、駐車場です。また、周辺農地も申請人の農地になり

ます。影響はないと思われます。その他、指摘事項はありません。審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２につきましては＿＿委員の親族が申請人となって

いる議案ですので、農業委員会法第３１条の規定に基づく議事参与の

制限により、当該議案の審議開始から終了まで退席となります。関係

議案終了後に入室を許可いたしますので、それでは退席をお願いいた

します。 

＜＿＿委員退席＞ 

議 長   それでは、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２でございます。 

申請人 落合は、自宅敷地内で家族の所有する自家用車を駐車するス

ペースが手狭となっているため、申請農地、畑１筆１５６㎡にカーポ

ートを建築し、駐車場とするため転用申請するものです。 

農地区分は１種農地、３種農地のいずれの要件にも該当しないため、

２種農地と判断されます。建ぺい率は４１％となっております。転用

に伴う費用は、土地造成、建物施設を合わせて３１２万円となってお

ります。資金の内訳ですが、自己資金３１２万円で、残高証明により

資金の確認ができております。添付資料として、被害防除計画書のほ
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か、土地利用計画図等造成に関する書類一式が添付されております。

申請地周辺に影響を受ける農地はないと判断しております。ご審議方

よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから

説明をお願いいたします。 

３０番推進委員 議長。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 はい、それでは現地調査をした結果の報告をいたします。 

現地調査は、３月の２７日に申請人立会いの下に調査をしてまいりま

した。 

先ほど事務局からお話がありましたように、自家用車、家族のものが

５台ありまして、その５台の車は現在宅地の中に止めておるんですけ

ども、非常に狭く、これを解消するために、自宅前にある畑を造成し

てカーポートにするということでございます。 

申請地の位置等でございますけれども、申請地の南側は市道田原幹線

に面しておりまして、東と北は自宅の敷地に面しております。西側は

畑となっております。 

そういう環境の中で、農地は西側の畑だけですけれども、申請地を埋

め立てすると市道と高さが同じになり、その雨水は市道の排水溝のほ

うに流れるようになりますので、隣にある畑には何ら障害は発生をい

たしないと思われます。そういったことで、特に指摘事項はございま

せんので、審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

それでは、ここで番号２の質疑に入ります。 

番号２、質問はありませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 



- 16 - 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議

については、番号２は原案のとおり可決されました。 

ここで＿＿委員は入っていただいて結構です。 

＜５番委員入室＞ 

議 長   それでは番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号３でございます。申請人 勝山は、既存の墓地が山間部にあり、

参拝や管理が困難となってきたことから、申請農地、畑１筆２０㎡を

墓地とするため、転用申請するものです。 

農地区分は１種、３種農地のいずれの要件にも該当しないため、２種

農地と判断されます。転用に伴う費用は土地造成、建物施設を合わせ

て３００万円となっております。資金の内訳ですが、自己資金３００

万円で残高証明により資金の確認ができております。添付書類として

被害防除計画書のほか、土地利用計画図等墓地造成に関する書類一式

が添付されております。申請地周辺に影響を受ける農地はないと判断

しております。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは現地調査を行った結果について、１４番委員さんから説明を

お願いいたします。 

１４番委員 はい、議長。 

議 長   はい、１４番委員。 

１４番委員 １４番です。番号３について、報告します。 

３月３１日に現地確認及び調査を行いました。転用しようとする事由

ですが、現在の墓地は申請地の東側の雑木林の中の斜面にありまし

て、維持管理が大変なことから今回の移転を思い立ったものです。 

申請地の位置は、ＪＲ月田駅から新見方面へ２キロほどの県道沿いの

ところとなります。周囲の状況ですが、東が雑木林、西が復耕作の

畑、南が一部耕作の畑、北が県道となります。農地転用による周辺農

地への影響は全くないと思います。また、申請地の隣地及び周辺住民

の承諾は得ているとのことでした。その他、指摘事項はありません。
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ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして、事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせて

いただきます。 

これより番号１、番号３の質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

それでは、お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議

については、番号１、番号３は原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第１３号、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告

についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１３号、農用地利用集積等促進計画の公告について、議案５ペ

ージをお開きください。 

本件は一括方式となっており、農地中間管理機構である岡山県農林漁

業の担い手育成財団が農地の貸し手から賃貸借権等の設定を受けて、

中間管理権を取得するのと同時に、受け手に対して転貸による貸借権

設定を同時に行うもので、田３７筆、畑１０筆が貸借権設定されるも

のでございます。 

案といたしまして、令和８年５月１２日付けでの公告の予定でござい
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ます。 

内容については、全件とも問題ないものと考えます。お目通しの上、

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それではお目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって、質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１３号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第１４号、令和８年度最適化活動の目標の

設定等（案）の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第１４号について説明いたします。１０ページをお開きくださ

い。 

議案第１４号、令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）の決定に

ついて、本件は令和４年２月２日付けの農林水産省経営局長通知「農

業委員会による最適化活動の推進等について」に基づき、全ての農業

委員会において取り組み、自ら計画を策定し、活動の点検・評価を行

うものです。承認いただきました後には市のホームページに掲載し、

公表することとしています。 
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ページの右側、ローマ数字のⅠ、農業委員会の状況につきましては各

自お目通しください。 

１ページお進みいただき、１１ページを御覧ください。 

ページの左側、ローマ数字のⅡ、最適化活動の目標１、最適化活動の

成果目標、（１）農地の集積、①現状及び課題、令和８年４月現在な

ので、令和７年度の統計における耕地面積と担い手への集積面積にな

り、集積率は２２．６％です。 

②目標、令和４年２月２５日付けの農林水産省経営局農地政策課長通

知「農業委員会による最適化活動の推進等について」によりますと、

「都道府県が定めた目標に則して、市町村ごとに目標設定の考え方等

が示されているときには、当該目標を農業委員会の目標として設定で

きる」とあります。 

真庭市は、平成２９年２月に定めた「農業経営基盤の強化促進に関す

る基本的な構想」において、令和１２年度に集積率４３％を目標に設

定しているため、４３％を当該目標として設定しております。よっ

て、令和１２年度に４３％の集積率を達成するために、今年度の新規

集積面積の目標を２１８．５ヘクタールとしております。 

（２）遊休農地の解消、①現状及び課題、１号遊休農地が７６８．７

ヘクタールです。１号遊休農地とは、再生利用が可能な遊休農地で、

緑区分と黄色区分に分けられます。緑区分は草刈り等により直ちに耕

作可能な農地で、黄色区分は基盤整理事業等により耕作可能となる農

地です。両者を区別するのは困難なため、緑区分にまとめて集計して

おります。 

②目標、令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積に

ついては、令和４年から令和８年までの５年間で減少させることを目

標に設定する必要があります。令和３年度の利用状況調査で、緑区分

と判断された１号遊休農地は２７６ヘクタールとなっており、今年度

は５５ヘクタールの解消面積を設定しております。 

ページの右側をご覧ください。（３）新規参入の促進、②目標です。

令和５年度から令和７年度の権利移動面積の平均の１割以上を目標と
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するため、１６．６ヘクタールに設定しております。 

２、最適化活動の活動目標、（１）推進委員等が最適化活動を行う日

数目標。月に６日以上の活動を実施する必要があるため、月６日を目

標に掲げております。 

（２）活動強化月間の設定。局長通知により、毎年度活動強化月間と

して３か月以上設定することを目標として設定するものとあるため、

８月から１１月の予定で設定しております。 

（３）新規参入相談会への参加目標、岡山県が「晴れの国おかやま就

農相談会」を行っており、岡山市内で開催される５月、９月、２月の

うち、２月に開催される相談会に参加することを予定としておりま

す。 

以上、簡単ではございますが、令和８年度最適化活動の目標設定等

（案）の決定についての説明でした。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それではお目通しをお願いいたします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより、議案第１４号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号、令和８年度最適化活動の目標の設定等の決定

については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、議案第１５号、真庭市農業委員会の農地利用最

適化推進委員の委嘱に関する規則の一部改正についてを議題といたし
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ます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 はい。議長。 

議 長   はい。事務局。 

事務局次長 議案第１５号について、ご説明いたします。 

１２ページを御覧ください。 

議案第１５号、真庭市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に

関する規則の一部改正について、本規則は農業委員会が農地利用最適

化推進委員を委嘱するための規定であります。 

農業委員会の農業委員の選任については、真庭市農業委員会の委嘱の

選任に関する規則で定められており、先般、真庭市において規則の一

部改正が行われたところであります。 

今回、農地利用最適化推進委員に関する本規則も農業委員に関する規

則と同様に改正を行うための議案上程となります。 

改正の内容ですが、令和７年６月１１日に総務省自治行政局公務員部

長通知「営利企業への従事に係る任命権者の許可に関する留意事項に

ついて」より、地方公務員において、一律に兼業禁止するものではな

く、基本的原則を満たす場合においては、任命権者の判断において、

兼業を認めることが可能となる旨、示されたところであります。 

しかし、農業委員及び推進委員の選任に関する規則では、市の職員で

あるという理由により推薦または応募から除外される要件となってお

り、このたび改正を行うものであります。 

以上で議案の説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

議 長   それでは、お目通しをしてください。 

それではこれより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。はい、どうぞ。 

７番委員  法令等により、兼職が禁止されていないものというのは、どういうも

のですか。よろしくお願いします。 
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事務局次長 はい、議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 市の職員の兼業が可能となるためには、他の業務を兼業しても市職員

としての職務専念義務が果たせるような状況、また兼業する業務と市

職員の業務との間に利益の相反行為が生じないなどの総合的判断を行

う必要がありますので、そういうところが条件になると思います。 

７番委員  これは、誰が判断するの。 

議 長   事務局。 

事務局次長 申請をする際の全体の判断になりますので、その者の上司あるいは総

務課のようなところが該当すると考えます。 

議 長   ほかにはございませんか。よろしいですか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   それでは、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより、議案第１５号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号、真庭市農業委員会の農地利用最適化推進委員

の委嘱に関する規則の一部改正については、原案のとおり可決されま

した。 

続きまして、日程７、報告第７号、農地転用の制限の例外に係る届出

について、日程８、報告第８号、農地法第１８条第６項の規定による

農地の貸借の合意解約についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 はい、議長。 

議 長   はい。事務局。 

事務局次長 報告第７号及び報告第８号についてご説明いたします。 

１３ページをお開きください。 
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報告第７号、農地転用の制限の例外に係る届出については、次の１件

がございました。添付書類もそろっておりますので、受理いたしまし

た。 

続いて、報告第８号についてご説明いたします。 

１５ページをお開きください。 

報告第８号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解

約については、次の３件がございました。添付書類もそろっておりま

すので、受理いたしました。 

以上で、報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いします。 

議 長   報告第７号、報告第８号について、質問意見等ありましたらお願いい

たします。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

質問意見等ないようですので、これらの案件は報告案件でございます

ので、ご了解いただきたいというふうに思います。 

以上をもちまして、本総会に付議された案件は全て終了いたしまし

た。 

閉会に当たりまして、石原職務代理者からご挨拶をお願いいたしま

す。 

１８番委員 これからは農繁期に入ると思いますけれども、体調管理、事故等には

気をつけて頑張っていただきたいと思います。今日はご苦労さまでし

た。 

議 長   次回、５月総会は５月１１日月曜日の午前１０時からですので、よろ

しくお願いいたします。 

以上で４月総会を閉会といたします。ありがとうございました。 

（午前１０時５３分 閉会） 

 

 


